
 

 

 

深 谷 市 連 合 婦 人 会 活 動 補 助 金 交 付 要 綱  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 女 性 の 地 位 向 上 や 社 会 参 画 の 促 進 を 図

る た め 、深 谷 市 連 合 婦 人 会（ 以 下「 連 合 婦 人 会 」と い う 。）

が 実 施 す る 事 業 に 対 し て 、 予 算 の 範 囲 内 で 深 谷 市 連 合 婦 人

会 活 動 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る こ と

に 関 し 、 深 谷 市 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則 （ 平 成 １ ８ 年

深 谷 市 規 則 第 ５ ９ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も

の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 対 象 団 体 ）  

第 ２ 条  対 象 団 体 は 、 連 合 婦 人 会 と す る 。  

 （ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ３ 条  補 助 対 象 事 業 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事

業 と す る 。  

 （ １ ）  連 合 婦 人 会 が 行 う 事 業 に 関 す る 調 査 、 研 究 及 び 研

修 事 業  

 （ ２ ）  連 合 婦 人 会 が 行 う 講 演 会 及 び 視 察 事 業  

 （ ３ ）  市 内 の 婦 人 会 の 育 成 を 支 援 す る こ と  

 （ ４ ）  そ の 他 市 長 が 特 に 認 め る 連 合 婦 人 会 事 業  

 （ 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  連 合 婦 人 会 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き

は 、 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 事 業 費 の 積 算 書 類

を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 交 付 決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を

審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し 、 補

助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 連 合 婦 人 会 に

対 し 通 知 す る も の と す る 。  
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 （ 概 算 払 い ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 事 業 の 進 捗 を 図 る た め 必 要 が あ る と 認 め ら

れ る と き は 、 前 条 の 規 定 に よ る 決 定 を し た 補 助 金 の 額 の う

ち 必 要 と 認 め ら れ る 額 で 補 助 金 の 概 算 払 い を す る こ と が で

き る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 請 求 ）  

第 ７ 条  連 合 婦 人 会 は 、 補 助 金 の 交 付 を 請 求 し よ う と す る と

き は 、 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 提 出 す る も

の と す る 。  

（ 計 画 変 更 等 の 承 認 ）  

第 ８ 条  連 合 婦 人 会 は 、 当 該 補 助 金 に 係 る 事 業 の 内 容 、 経 費

の 配 分 を 変 更 し よ う と す る と き 又 は 補 助 対 象 事 業 を 中 止 し 、

若 し く は 廃 止 し よ う と す る 場 合 は 、 直 ち に 補 助 金 変 更 等 承

認 申 請 書（ 様 式 第 ４ 号 ）を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 補 助 金 変 更 等 承 認 通 知 書 （ 様

式 第 ５ 号 ） に よ り 、 連 合 婦 人 会 へ 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 補 助 額 ）  

第 ９ 条  補 助 事 業 に 係 る 補 助 金 額 は 、 事 業 費 の ２ 分 の １ 以 内

と し 、 予 算 の 範 囲 以 内 に お い て 交 付 す る 。  

２  補 助 金 額 は 、 ４ ３ ４ ， ０ ０ ０ 円 を 上 限 と す る 。  

 （ 実 績 報 告 ）  

第 １ ０ 条  連 合 婦 人 会 は 、 当 該 補 助 事 業 が 完 了 し た と き 又 は

補 助 金 の 交 付 決 定 に 係 る 会 計 年 度 が 終 了 し た と き は 、 速 や

か に 補 助 事 業 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に 事 業 の 決 算 書 類

を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 項 の 報 告 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内

容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 交 付 す べ き 補 助 金 の 額

を 確 定 し 、 補 助 金 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 連 合 婦



 

 

人 会 へ 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 第 ５ 条 に 規 定 す る 補

助 金 交 付 決 定 通 知 書 に 記 載 さ れ た 額 と 同 じ で あ る と き は 、

こ の 通 知 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市

長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、

第 ７ 条 の 規 定 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

 

様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日   

 

 深谷市長    あて 

 

住 所             

申請者  氏 名             

電 話             

団体名             

 

深谷市連合婦人会活動補助金交付申請書 

 

     年度深谷市連合婦人会活動補助金の交付を受けたいので、深谷市連合婦人会活

動補助金交付要綱第４条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

    補助金申請額            円 （総事業費        円） 

 

１ 事業の名称                                 

２ 事業実施日       年  月  日（ ）    時  分～  時  分 

３ 事業実施場所                                

４ 参加予定人数                                

５ 事業の内容 

    

  

  

６ 合同して実施する団体名 

    

７ 事業費積算に関する書類   

 

＊ 規約・会則、決算資料を添付すること。（実施する団体すべて） 

  



 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

深谷市長          印  

 

深谷市連合婦人会活動補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった深谷市連合婦人会活動補助金について、下

記のとおり交付決定します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 交 付 決 定 額                  円 

 

３ 交 付 条 件 

 （１） 補助金は、補助目的以外に使用しないこと。 

 （２） 補助事業者は、事業実施後14日以内に実績報告書（様式第６号）を作成し、市長

に提出しなければならない。 

   



 

 

様式第３号（第７条関係） 

 

 年  月  日  

 深谷市長    宛て 

 

住 所             

申請者  氏 名             

電 話             

      団体名             

 

深谷市連合婦人会活動補助金等交付請求書 

 

 深谷市連合婦人会活動補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

1 請求金額  金        円 

 

2 振込先 

   金融機関名 

   支店名 

   預金種別 

   口座番号 

   口座名義(ふりがな) 

 

3 添付書類 補助金等交付決定通知書の写し 

  



 

 

様式第４号（第８条関係） 

 

年  月  日   

 

 深谷市長    あて 

 

住 所             

申請者 氏 名             

電 話             

団体名             

 

深谷市連合婦人会活動補助金変更等承認申請書 

 

     年  月  日付け  第    号で交付決定通知のあった事業計画を下記

のとおり変更・中止・廃止したいので、深谷市連合婦人会活動補助金交付要綱第８条の規定

により申請します。 

１ 変更内容 

区 分 変 更 前 変 更 後 

変 更 

    

中 止 

    

廃 止 

    

２ 変更（中止・廃止）理由 



 

 

様式第５号（第８条関係） 

 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

深谷市長          印  

 

深谷市連合婦人会活動補助金変更等承認通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった深谷市連合婦人会活動に係る事業計画の変

更・中止・廃止については承認します。 



 

 

様式第６号（第１０条関係） 

年  月  日   

 深谷市長       あて 

 

住所             

申請者 氏名             

電話             

団体名             

 

深谷市連合婦人会活動補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け  第    号で補助金の交付決定を受けた深谷市連合

婦人会活動に係る事業が完了したので、深谷市連合婦人会活動補助金交付要綱第１０条の

規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金額                  円  

２ 事業実施日       年  月  日（ ）  時  分～  時  分  

３ 事業実施場所                               

４ 事業の名称                                

５ 参加者人数   女    人・男    人  合計     人      

６ 事業の成果（今後の運営等に与えると思われる効果） 

    

  

  

  

  

  

  

 

７ 参加者から出された意見等 

    

  

  

  

  

  

 

８ 事業費決算に関する書類  

 

 



 

 

様式第７号（第１１条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

深谷市長          印  

 

補助金確定通知書 

 

    年  月  日付けで実績報告のありました補助金等について下記のとおり確定

したので、深谷市連合婦人会活動補助金交付要綱第１１条の規定により通知します。 

 

 

記 

1 補助金等の名称 

 

2 補助金等の交付確定額  金        円 

 

3 補助金等の交付決定額  金        円 

 

4 交付確定額と交付決定額の差額  金        円 

 

 


